
登　録　番　号

登録年月日及び
更新登録年月日

登録期限

名　　　　称

代表者の氏名

住　　　　所

運送の種別

路線又は
運送の区域

運送する
旅客の範囲

備     考

寝台車 車いす車 兼用車 回転シート車 セダン等 合計

(軽自動車） (軽自動車） (軽自動車） (軽自動車） (軽自動車） (軽自動車）

0 0 2 0 0 0 2

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 4 0 0 0 0 4

(0) (4) (0) (0) (0) (0) (4)

0 2 1 0 0 0 3

(0) (2) (0) (0) (0) (0) (2)

0 1 0 0 0 0 1

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 1 0 0 0 0 1

(0) (1) (0) (0) (0) (0) (1)

※（　）内の数は軽自動車の数で内数

令和8年12月28日

家庭において移送することが困難であり、中津川市に住所を有し、身体上の障害又は疾病のため福祉車両
を利用しなければ移送が困難な者であり、道路運送法施行規則第４９条第３号に規定する者
イ．身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者
ロ．介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定を受けている者
ハ．介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けている者

公益社団法人 中津川市シルバー人材センター（本所）

名       称

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会（加子母支所）  中津川市加子母３４２７番地１

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会（坂下支所）  中津川市坂下１５２３番地１

公益社団法人 中津川市シルバー人材センター（分所）  中津川市付知町５５８１番地３２

公益社団法人 中津川市シルバー人材センター（本所）  中津川市かやの木町２番５号

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会（加子母支所）

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会（坂下支所）

公益社団法人 中津川市シルバー人材センター（分所）市町村福祉輸送

令和5年9月4日

事務所の名称
及び位置

自家用有償旅客運送者登録簿

運送の種別 事　務　所

自家用有償旅客運送自動車の数

社会福祉法人　萱垣会

バス

　中津川市

　中岐市福第１号

　中津川市

中津川市長 青山　節児

　岐阜県中津川市かやの木町２番１号

　市町村福祉輸送

社会福祉法人　萱垣会

位         置

中津川市落合９９６番地の１

中部運輸局岐阜運輸支局



登　録　番　号

登録年月日及び
更新登録年月日

登録期限

名　　　　称

代表者の氏名

住　　　　所

運送の種別

路線又は
運送の区域

運送する
旅客の範囲

備     考

寝台車 車いす車 兼用車 回転シート車 セダン等 合計

(軽自動車） (軽自動車） (軽自動車） (軽自動車） (軽自動車） (軽自動車）

0 1 0 0 0 0 1

(0) (1) (0) (0) (0) (0) (1)

0 0 1 0 0 0 1

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

※（　）内の数は軽自動車の数で内数

　中津川市

自家用有償旅客運送者登録簿

前項より続く

　中岐市福第１号

令和5年9月4日 令和8年12月28日

事務所の名称
及び位置

名       称 位         置

社会福祉法人中津川市社会福祉協議会（福岡支所） 中津川市福岡７１４番地２

社会福祉法人中津川市社会福祉協議会（山口支所）

中津川市長 青山　節児

　岐阜県中津川市かやの木町２番１号

　市町村福祉輸送

 中津川市山口２１５５番地４

　中津川市

家庭において移送することが困難であり、中津川市に住所を有し、身体上の障害又は疾病のため福祉車
両を利用しなければ移送が困難な者であり、道路運送法施行規則第４９条第３号に規定する者
イ．身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者
ロ．介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定を受けている者
ハ．介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けている者

運送の種別 事　務　所

自家用有償旅客運送自動車の数

バス

市町村福祉輸送

社会福祉法人中津川市社会福祉協議会（福岡支所）

社会福祉法人中津川市社会福祉協議会（山口支所）

- 

- 

- 

中部運輸局岐阜運輸支局


